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(57)【要約】
【課題】成形品の異常に対する原因追究を行いやすくす
る。
【解決手段】成形機１０での成形条件を入力する成形条
件入力手段４１と、成形機１０で成形された成形品を測
定する測定機３０による測定結果を入力する測定結果入
力手段４２と、成形時の時期情報を入力する時期情報入
力手段４３と、成形条件と時期情報とを関連付けて記憶
し、かつ測定結果と時期情報とを関連付けて記憶する記
憶手段４４、４５とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　成形機での成形条件を入力する成形条件入力手段と、
　前記成形機で成形された成形品を測定する測定機による測定結果を入力する測定結果入
力手段と、
　前記成形品の成形時の時期情報を入力する時期情報入力手段と、
　前記成形条件と前記時期情報とを関連付けて記憶し、かつ、前記測定結果と前記時期情
報とを関連付けて記憶する記憶手段と
　を備えたことを特徴とする成形情報記憶装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の成形情報記憶装置において、
　前記成形機は複数あり、前記時期情報は、前記成形機の識別情報を含むこと
　を特徴とする成形情報記憶装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の成形情報記憶装置において、
　前記成形機で成形された前記成形品を前記測定機に搬送する搬送体と、
　前記搬送体に設けられ、前記時期情報が書き込まれた情報記憶部とを有し、
　前記時期情報入力手段は、前記情報記憶部より前記時期情報を入力すること
　を特徴とする成形情報記憶装置。
【請求項４】
　請求項１又は請求項２に記載の成形情報記憶装置において、
　前記成形機で成形された前記成形品は、前記時期情報が書き込まれた情報記憶部を有し
、
　前記時期情報入力手段は、前記情報記憶部より前記時期情報を入力すること
　を特徴とする成形情報記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、成形機の成形条件などを記憶する成形情報記憶装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、成形機によって成形された製品の不良（異常）が判明した時点において
、その成形条件データを過去に遡って迅速に調査可能な成形条件データの記録表示方法を
開示している。
　しかし、同じ成形条件で成形したとしても、成形品の寸法には多少のばらつきが生じる
場合もある。したがって、成形条件データから、製品の異常の原因がわかりにくい場合が
ある。
【特許文献１】特開２００２－５２５９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は、成形品の異常に対する原因追究を行いやすい成形情報記憶装置を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、以下のような解決手段により前記課題を解決する。なお、理解を容易にする
ために、本発明の一実施形態を示す図面に対応する符号を付して説明するが、これに限定
されるものではない。
　請求項１の発明は、成形機（１０）での成形条件を入力する成形条件入力手段（４１）
と、前記成形機（１０）で成形された成形品を測定する測定機（３０）による測定結果を
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入力する測定結果入力手段（４２）と、前記成形品の成形時の時期情報を入力する時期情
報入力手段（４３）と、前記成形条件と前記時期情報とを関連付けて記憶し、かつ、前記
測定結果と前記時期情報とを関連付けて記憶する記憶手段（４４、４５）とを備えたこと
を特徴とする成形情報記憶装置である。
　請求項２の発明は、請求項１に記載の成形情報記憶装置において、前記成形機（１０）
は複数あり（１０－１，１０－２，・・・，１０－ｎ）、前記時期情報は、前記成形機（
１０）の識別情報を含むことを特徴とする成形情報記憶装置である。
　請求項３の発明は、請求項１又は請求項２に記載の成形情報記憶装置において、前記成
形機（１０）で成形された前記成形品（７０）を前記測定機（３０）に搬送する搬送体（
６０）と、前記搬送体（６０）に設けられ、前記時期情報が書き込まれた情報記憶部（５
０）とを有し、前記時期情報入力手段（４３）は、前記情報記憶部（５０）より前記時期
情報を入力することを特徴とする成形情報記憶装置である。
　請求項４の発明は、請求項１又は請求項２に記載の成形情報記憶装置において、前記成
形機で成形された前記成形品は、前記時期情報が書き込まれた情報記憶部を有し、前記時
期情報入力手段は、前記情報記憶部より前記時期情報を入力することを特徴とする成形情
報記憶装置である。
　なお、符号を付して説明した構成は適宜改良してもよく、また、少なくとも一部を他の
構成物に代替してもよい。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、成形品の異常に対する原因追究を行いやすい成形情報記憶装置を提供
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、図面等を参照して、本発明の実施形態をあげて、さらに詳しく説明する。
（第１実施形態）
【０００７】
　図１は、第１実施形態の成形情報記憶システムを示す図であり、図２及び図３は、各種
データの内容及び各種データの表示例を示す図である。
　第１実施形態の成形情報記憶システム１００は、射出成形機１０と、モニターリングシ
ステム２０と、三次元座標測定機３０と、成形情報記憶装置４０などとを備える。
【０００８】
　射出成形機１０は、ペレット状の樹脂を加熱シリンダ内に供給して溶融させ、この樹脂
を射出手段によって金型のキャビティ内に射出し、さらに加圧することで樹脂の成形を行
い、成形品としてのプラスチック部品を製造する装置である。
　また、射出成形機１０は複数あり、各射出成形機１０－１，１０－２，・・・，１０－
ｎには、識別情報としての成形機番号が付され、それぞれモニターリングシステム２０に
接続されており、モニターリングシステム２０に対して、成形品の成形時の時期情報Ａを
含む成形条件Ｂ（モニター情報）を出力する。なお、時期情報Ａには、射出成形機１０の
成形機番号が含まれている。
【０００９】
　モニターリングシステム２０は、射出成形機１０からモニター情報を取得し、そのモニ
ター情報に基づいて、現在の成形条件などを表示するシステムである。具体的な表示内容
は、図２（ａ）に示すように、現在の日時、射出成形機１０ごとの成形条件（圧力、温度
、ショット数）などである。
【００１０】
　三次元座標測定機３０は、互いに直交する３軸方向にそれぞれ移動するＸ，Ｙ及びＺ軸
方向移動部材と、各移動部材のいずれかに着脱可能に装着される測定プローブと、各移動
部材を駆動する駆動装置とを備え、成形品と測定プローブとを三次元的に相対移動させて
成形品の測定を行う装置であり、時期情報Ａを入力するキーボードなどの入力手段を備え
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る。
　また、三次元座標測定機３０は、成形情報記憶装置４０に対して、測定結果Ｃと時期情
報Ａとを出力する。実際には、図２（ｂ）に示すように、時期情報Ａとしての成形機番号
及び成形日時、測定結果Ｃとしての測定値をまとめた１つのデータとして出力する。
【００１１】
　成形情報記憶装置４０は、成形条件入力部４１と、測定結果入力部４２と、時期情報入
力部４３と、成形条件データベース４４と、測定結果データベース４５とを備える。
　成形条件入力部４１は、射出成形機１０での成形条件を入力する手段であり、モニター
リングシステム２０から送信されてきた時期情報Ａを含む成形条件Ｂが入力される。
　測定結果入力部４２は、射出成形機１０で成形された成形品を測定する三次元座標測定
機３０による測定結果を入力する手段であり、三次元座標測定機３０から送信されてきた
測定結果Ｃが入力される。
　時期情報入力部４３は、成形品の成形時の時期情報を入力する手段であり、三次元座標
測定機３０から送信されてきた時期情報Ａ（成形機番号を含む）が入力される。
　測定結果入力部４２及び時期情報入力部４３は、測定結果Ｃと時期情報Ａとを関連付け
て測定結果データベース４５に送信する。
【００１２】
　成形条件データベース４４は、成形条件を記憶するデータベースであり、定期的に（３
０分毎、１時間毎など）又は測定時間に合わせて（９時、１２時、１５時、１８時など）
、モニターリングシステム２０から送信されてきた時期情報Ａ及び成形条件Ｂを記憶する
。記憶するデータは、図２（ｃ）に示すように、成形年月日、成形時刻、成形条件（成形
機番号、圧力、温度、ショット数）などであり、時期情報Ａと成形条件Ｂとが関連付けて
記憶されている。
【００１３】
　測定結果データベース４５は、測定結果を記憶するデータベースであり、三次元座標測
定機３０から送信されてきた測定結果Ｃと時期情報Ａとを関連付けて記憶する。
　また、測定結果データベース４５は、時期情報入力部４３から送信されてきた時期情報
Ａを用いて、その時期情報Ａに合致する成形条件Ｂを成形機条件データベース４４から取
り出し、図３に示すようなデータベースを作成する。このデータベースでは、時期情報Ａ
と成形条件Ｂとが関連付けて記憶され、かつ、時期情報Ａと測定結果Ｃとが関連付けて記
憶され、両者に共通する時期情報Ａによって、成形条件Ｂと測定結果Ｃとが関連付けて記
憶されている。
【００１４】
　次に、本実施形態の成形情報記憶システム１００の制御の流れについて説明する。
　まず、射出成形機１０を稼動させる。
　そうすると、モニター情報が、射出成形機１０からモニターリングシステム２０に送信
され、モニターリングシステム２０は、モニター情報を取得し、時期情報Ａ及び成形条件
Ｂなどを表示する。
　時期情報Ａ及び成形条件Ｂは、定期的に又は測定時間に合わせて、成形条件データベー
ス４４に送信されて記憶される。
【００１５】
　一方、射出成形機１０では、成形品が大量に生産されるので、作業員は、その中からサ
ンプル品を選択し、サンプル品の成形時の時期情報（例えば、○○年○○月○○日○○時
）と成形機番号（例えば、１号機）とを記入したシートをそのサンプル品に貼り付けて、
三次元座標測定機３０まで持って行く。
　そして、作業員は、そのシートを見ながら、キーボードなどの入力手段を用いて三次元
座標測定機３０に時期情報Ａ（成形機番号を含む）を入力し、三次元座標測定機３０に成
形品の測定を開始させる。
　測定が終わると、三次元座標測定機３０は、測定結果データベース４５に、測定結果Ｃ
及び時期情報Ａを送信する。
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　測定結果データベース４５は、上述したように、測定結果Ｃと時期情報Ａとを関連付け
て記憶し、時期情報Ａを用いて、成形条件データベース４４から成形条件Ｂを取り出し、
図３に示すようなデータベースを作成する。なお、この表は、必要に応じて、ディスプレ
イなどに表示したり、プリントアウトしたりするとよい。
【００１６】
　ここで、射出成形機により製造されるプラスチック部品について説明する。
　射出成形機により製造されるプラスチック部品は、その利便性から大量に生産され、品
質維持のための寸法測定も定期的に行われている。
　このようなプラスチック部品は、複数の同一形状の金型によって、かつ、複数の射出成
形機を用いて成形されている。そして、それぞれのプラスチック部品について三次元座標
測定機で寸法を測定し、その測定結果を保存している。
　もし、測定結果に異常があれば、その原因をつきとめなければならず、対策として射出
成形機の成形条件の変更や成形の一時中断などの対策を講じる必要があるため、測定結果
の管理は非常に重要な業務である。
【００１７】
　しかし、射出成形機により製造されたプラスチック部品の測定結果の管理は、単に測定
された寸法管理だけでは足りず、そのプラスチック部品を成形した時の成形条件が重要と
なる。測定結果に異常がある場合、その成形条件がどのような値を示しているかによって
、次の行動の取り方が異なってくるからである。
　また、過去に振り返って測定結果のデータ整理をする場合、その測定結果を得たときの
成形条件のデータ整理も必要となる。これは、測定結果が同じであるということが、成形
条件が同じであるとは限らないからである。
【００１８】
　そこで、本実施形態では、複数ある射出成形機１０の時期情報Ａと成形条件Ｂとを記憶
し、三次元座標測定機３０での測定時に時期情報Ａを入力することよって、測定結果Ｃと
成形条件Ｂとを関連付けて記憶している。
　これにより、成形品の測定結果Ｃに成形時の成形条件Ｂを付加することができ、射出成
形機１０により製造された成形品の品質管理をするにあたり、測定結果Ｃに異常が出た場
合、測定結果Ｃだけでなく、その成形条件Ｂを鑑みた上での異常に対する原因追究が行え
、速やかな対応を取ることができる。
　また、射出成形機１０の成形機番号も含めてデータベース化しているので、射出成形機
１０ごとの原因追究も行うことができる。
（第２実施形態）
【００１９】
　図４は、第２実施形態の成形情報記憶システムを示す図である。なお、前述した第１実
施形態と同様な機能を果たす部分は、重複する説明や図面を適宜省略する。
　第２実施形態の成形情報記憶システム１００－２は、ＩＣタグ５０を利用したシステム
である。
　ＩＣタグ５０は、時期情報や成形機番号を書き込むためのものであり、搬送体６０に取
り付けられている。
　搬送体６０は、射出成形機１０で成形された成形品７０を三次元座標測定機３０に搬送
するものであって、例えば、トレーや袋などである。
【００２０】
　そして、成形後には、射出成形機１０に備え付けられたリーダライタ（Ｒ／Ｗ）８０Ａ
が、時期情報や成形機番号をＩＣタグ５０に書き込む。
　作業員は、搬送体６０に成形品７０を載せ、射出成形機１０から三次元座標測定機３０
に搬送体６０を運ぶ。
　測定時には、三次元座標測定機３０に備え付けられたリーダライタ８０Ｂが、ＩＣタグ
５０から時期情報や成形機番号を読み取り、読み取った時期情報や成形機番号は、成形情
報記憶装置４０の時期情報入力部４３に入力される。なお、その後の処理は、第１実施形
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【００２１】
　このように、第２実施形態によれば、ＩＣタグ５０に時期情報や成形機番号を記憶させ
ているので、作業員は、時期情報や成形機番号を入力する手間を省くことができる。
【００２２】
（変形形態）
　上述した実施形態は、以下の変形も可能である。
（１）成形機は、射出成形機１０の例で説明したが、例えば、プレス成形機などであって
もよい。
（２）測定機は、三次元座標測定機３０の例で説明したが、例えば、工業顕微鏡、非接触
式三次元測定機などであってもよい。
（３）射出成形機１０で製造するものは、プラスチック部品の例で説明したが、金属製品
などであってもよい。
（４）第２実施形態では、ＩＣタグ５０は、搬送体６０に取り付ける例で説明したが、成
形品７０に直接取り付けてもよい。この場合は、成形時にＩＣタグ５０を埋め込んでもよ
く、成形品７０にＩＣタグ５０を貼り付けてもよい。
　なお、上述した実施形態及び変形形態は、適宜組み合わせて用いることもできるが、詳
細な説明は省略する。また、本発明は、以上説明した実施形態によって限定されることは
ない。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１実施形態の成形情報記憶システムを示す図である。
【図２】各種データの内容及び各種データの表示例を示す図である。
【図３】各種データの内容及び各種データの表示例を示す図である。
【図４】第２実施形態の成形情報記憶システムを示す図である。
【符号の説明】
【００２４】
　１０：射出成形機、３０：三次元座標測定機、４０：成形情報記憶装置、４１：成形条
件入力部、４２：測定結果入力部、４３：時期情報入力部、４４：成形条件データベース
、４５：測定結果データベース、５０：ＩＣタグ、６０：搬送体、７０：成形品、１００
，１００－２：成形情報記憶システム
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